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日時：令和７年１月２８日（火） 

１１時００分～ 

場所：青少年センター 大会議室 

 

 

 

佐賀市教育委員会 

 



 
 

 

市立公民館のあり方検討について 

 
１ 目的 

人口減少、高齢化が進む中、１０年先２０年先を見据え、地域コミュニティの拠点施設である公

民館の機能を高めるため、多様な利活用を促進し、若い世代を中心に新しい利用者を増やし地

域に密着した活動へとつなぎ、公民館を活気と笑顔あふれる地域づくりの実践の場としていく。 

 

2 今後の方針  

（１）社会教育施設から一般行政施設へ位置付けを変更し、利用制限を一部緩和し営利活動を

認める。政治・宗教活動については､現行通り（中立性の維持）とする。 

施設名称については、公民館とする。     

営利活動の利用制限を緩和し､新たな利用者や多様な主体との交流を促進する。空き時間の有効

活用によって施設を最大限に利用する。新たな利活用等について市民への周知広報を行う。 

 

（２）使用基準、使用料を見直し、地域活動、社会教育活動、市民活動団体以外の利用は使用料

を徴収する。公共的な利用、地域活動、社会教育活動の利用を優先とする。 

一般利用、営利目的の利用は、受益者負担として使用料を徴収する。公共的な利用、地域活動や社

会教育活動の利用については、支障がないよう優先性を確保する。 

 

（３）社会教育機能を維持し、機能に応じて人員配置、運営体制を充実させる。 

社会教育事業を推進し、社会教育士等の専門性の高い職員の配置に努め、研修の充実も図る｡ 

 公民館長は、令和８年度からフルタイム勤務とする。当面は職員３名体制とし、館長（フルタイム）、 

職員１名（フルタイム）、１名（短時間６時間）のローテ－ション勤務とする。 

 

3 主な変更点 
 

現  行 変更後 

施設の位置づけ 社会教育施設 

［根拠法令：社会教育法］ 

一般行政施設 

［根拠法令：地方自治法］ 

利用の制限 営利活動、政治活動、宗教活動の

利用は不可 

営利活動の利用は可 

（政治活動、宗教活動不可： 変更なし） 

使用料 

※詳細は次頁に記載 

市内の利用は無料、 

市外からの利用は有料 

市内の地域活動、社会教育活動、市民

活動団体は無料、それ以外は有料 

一般利用 利用日の２か月前の抽選予約 

 

 

地域団体、公共利用は前年度１月

初日から早期予約可 

利用日の前月初日から先着予約 

 一般利用の受付期間を短くし、地域団体

利用の優位性を向上 

（地域団体、公共利用は前年度１月初

日から早期予約可： 変更なし） 

個人利用 一般利用（団体）と同様 利用日の７日前からの予約 

社会教育 社会教育事業、講座の実施 （変更なし） 

資料１－１ 令和 7 年１月 28 日 

社会教育委員の会議 

地域振興部 公民館支援課 



 
 

＜使用料の改定案> 

  利用内容 現 行 変更後 

市

内 

地域団体、社会教育団体、市民活動団体の会議・事業、登録

サークル活動等 
無料 無料 

本市以外の市内行政機関、営利を伴わない活動、民間企業や

営利団体が行う内部研修・会議等、個人利用 
無料 通常料金  

営利を主目的とした活動・事業（物品販売、サービスの提供） ― 通常料金の３倍 

市

外 

市外の行政機関・地域団体・社会教育団体の会議・事業 有料 通常料金 

民間企業や営利団体が行う内部研修・会議等、個人利用 有料 通常料金の２倍 

営利を主目的とした活動・事業（物品販売、サービスの提供） ― 通常料金の６倍 

 

※１ 通常料金： 佐賀市公民館使用料（１時間当） 

  小会議室 和室 調理実習室 中会議室 大会議室 諸富講堂 富士ホール 

使用料 300 円 300 円 510 円 300 円 730 円 1,030 円 2,070 円 

 注）一部の館では、部屋の面積により料金が異なる場合あり 

 

４ 経過 

令和６年２〜６月  実証実験１： 民間事業者主催によるスマホ講座の実施 

３月  総務委員研究会、教育委員会で進捗状況を報告 

2〜７月  使用基準、使用料等に関する公民館長・職員ワーキンググループの開催 

５月  社会教育委員の会議で進捗状況を報告 

６月  公民館長からの意見聴取 

5〜７月  公民館の利活用についてのアンケート調査の実施 

7〜11 月  実証実験２： 地域の収益や活性化につながる事業をモデル的に実施 

    10 月   公民館のあり方についてのパブリックコメントの実施 

１1 月  パブリックコメント結果の公表（４人 7 件） 

          〃    実証実験： 中川副公民館 （１１/３０体感体験マルシェ） 

11〜1２月  総務委員研究会、教育委員会で今後の方向性を説明 

 

5 今後のスケジュール 

令和７年 1 月   社会教育委員の会議で今後の方向性を説明 

２月   教育委員会への説明 

３月   佐賀市公民館条例の改廃、新条例の制定 

         ４月   システム改修、変更内容や利用方法等の周知広報 

         １０月   新制度での運用開始  

令和８年 ４月   公民館長をフルタイムで配置 

 

 

 

※１ 



本庄おためし商店街 ７月イベント レポート  

 日時：7 月 15 日 10 時～16 時  

場所：本庄公民館            

【参加団体】 

メインイベント ：1 ㎡ store（佐賀大学アーティストの作品を展示・販売支援団体）  

ブース出 展  ：(株)ボルガ：パン等、(福)スプリングフィールド：缶バッチ作成等、  

(福)レインボーハウス：洋菓子、（福）はる：さをり織り製品・雑貨  

（福）DE・TE・KO・I：カレー、小物、（特非）愛未来：FT・スリランカ料理 

MAG COFFEE：コーヒー等、サヴァキッチンカーcafe：ラテ、焼き芋

よかばい夕市（JA 女性部）：野菜、クラフトバック  

 
 



【イベント結果】 

全体来場者数 ： 約 100 人 

来場者アンケート ： ３１人 

               回答者の５割が 50 歳未満、回答者の７割が校区外住民  

              「公民館の今後の利活用について」  

               ・食料品、日用品、地場産品の販売 77.4%  

               ・フリーマーケット、キッチンカー   74.2％  

・民間事業者や個人による講座・セミナー 58.1％  

  

出店者アンケート ： 10/10 回答  

好評９（また出店したい）  

不評１（地元住民の参加が少なかったため）  

  

出展団体の売上げ  

出展（出店）団体  売上（収入）  支出（材料費等）  

MAG COFFEE  27,000 円  約 8,000 円  

(福)スプリングフィールド  10,400 円  在庫対応  

サヴァキッチンカーcafe  15,100 円  5,584 円  

よかばい夕市(JA 女性部)  13,000 円  0 円  

(福)レインボーハウス  14,525 円  ―  

（福）DE・TE・KO・I  22,920 円  ―  

（福）はる  17,000 円  9,000 円  

(株)ボルガ  16,000 円  ―  

（特非）愛未来  19,000 円  ―  

1 ㎡ store  29,700 円  1,500 円  

  

【所見】  

・前日から大雨警報が発令されており、天候不良の中、来場者が少なかった。  

・関係者の参加が多く、校区住民の参加が少なかった。（本庄小児童、本庄校区にはチラシ

全戸配布済み）  

・出店者同士の交流も見られ、つながり・交流の場となっていた。  

・後日、公民館を通じて今回の出店者を地域に紹介する動きも見られた。  

・地域住民の来場者を増やすため、広報に工夫が必要  

  

  

【今後の予定】  

・第２回 8/24（土） 「音動会」 佐賀大学学生サークル Score‼主催  

・第３回 9/２９（日） 「子育て世代対象イベント」poco a bocco、県助産師会主催  

・（予定）11/30（土） 「体感体験 MARCHE」市民活動団体 ark.主催（中川副公民館）  



本庄おためし商店街 8 月イベント レポート  

日時：8 月 24 日 12 時～17時 

時場所：本庄公民館            

【参加団体】 

メインイベント ： 音動会（おんどうかい） 佐賀大学アカペラサークル「Score!!」主催  

                 ラジオ体操、じゃんけん列車、イス取りゲーム、チェチェコリ玉入れ等  

  

ブース出 展  ： 佐賀大学 FT 団体 Sharearth：コーヒー、フェアトレード商品 

サヴァキッチンカーcafe：スカッシュ、サイダー、冷製焼き芋 

ジンのキッチンカー：カレー、から揚げ、フライドポテト、アメリカンドック  

（NPO）居場所そら：缶バッジづくり、ドリンク  

(福)スプリングフィールド：缶バッチ・キーホルダーづくり、雑貨  

(福)はぴねす：木工品、いちごさんサイダーゼリー等  

（福）ワークスペースかん：たこ焼き、お菓子  

 
 音（アカペラ演奏）に合わせて運動会  チェチェコリ玉入れ  

 
缶バッジづくり                          キッチンカー 

    

 

 



【イベント結果】  

全体来場者数 ： 約 150 人 

来場者アンケート ： 大人 3 人、子ども 20 人 

回答者の 8 割が 50 歳未満、回答者の 4 割が校区住民  

 「公民館の今後の利活用について」  

 ・食料品、日用品、地場産品の販売 71.7%  

 ・フリーマーケット、キッチンカー   71.7％  

 ･民間事業者や個人の営利活動    45.3%  

  ｢公民館の名称について｣  

 ・公民館のままが良い  77.4％  

 ・別の名称が良い     20.8％  

  

出店者アンケート ： 8/8 回答  

                     好 評 ７（また出店したい）、 未回答 １  

  

出展団体の売上げ  

出展（出店）団体  売上（収入）  売上目標額  

佐賀大学アカペラサークル Score!!  9,816 円  4,500 円  

佐賀大学 FT 団体 Sharearth  4,850 円  3,500 円  

サヴァキッチンカーcafe  23,900 円  20,000 円  

ジンのキッチンカー  31,750 円  2〜3 万円  

（NPO）居場所そら  7,870 円  4,000 円  

（福）スプリングフィールド  5,950 円  10,000 円  

（福）はぴねす  18,100 円  20,000 円  

（福）ワークスペースかん  11,800 円  10,000 円  

  

【所見】  

・来場者が音動会の間とどまったことで、盛り上がりがあった。大学生が主体となって子

ども達との交流が進んだ。ただ、子どもにとっては時間が長過ぎる感があった。午前、午

後など２回に分けるほうがよい。  

・こういったイベントの積み重ねがリピーターにつながり、実証実験の価値が高まる。  

・ブース出店者には暑さが厳しかった。もう少し集客がほしい。  

・スコアが近隣の小学校に出向き、PTA にも声をかけたりして非常に頑張られた  

・名称変更についてのアンケートには、丁寧な説明がいるのでは。公民館にあまり来られ

ていない方々とっては、名称はどうでもいいこと。  

・企業の参加や巻き込みが課題。  

  

【今後の予定】  

・第３回 9/２９（日）  「子育て世代対象イベント」poco a bocco、県助産師会主催  

・（予定）11/30（土） 「体感体験 MARCHE」市民活動団体 ark.主催（中川副公民館）  



本庄おためし商店街 ９月イベント レポート  

日時：９月 29 日 1０時～1６時  

場所：本庄公民館            

【参加団体】  

メインイベント ： 「子育て寺子屋」  

○佐賀県助産師会 タッチケア抱っこ紐相談、ワンポイントストレッチ、座談会  

○poco a bocco 尿もれ予防ミニ講座、体験・お試し販売コーナー  

「スリランカカリー料理教室」  

○特定非営利活動法人愛未来 スリランカ人留学生による料理教室、交流会 

ブ ー ス 出 展  ： 佐賀女子短期大学：焼き菓子 

 DE・TE・KO・I：カレー、小物  

くまさんバーガー：ハンバーガー、フライドポテト、飲み物  

ご縁結びキッチン：パスタ、揚げたこ焼き、かき氷、飲み物等  

MUGCOFFEE：コーヒー、チェリーソーダ、T シャツ 

玉白花：シール、雑貨  

(福)スプリングフィールド：缶バッチ・キーホルダーづくり、雑貨 

生活向上委員会：消耗品無料配布、おもちゃ販売  

 
    スリランカカリー料理教室       赤ちゃんタッチケア相談  

 

ブース物販  

 



【イベント結果】 

全体来場者数 ： 約 200 人

来場者アンケート ： ８９人  

回答者の約７割が 50 歳未満、回答者の約３割が校区住民  

「公民館の今後の利活用について」  

・食料品、日用品、地場産品の販売 69.7%  

・フリーマーケット、キッチンカー   83.1％  

･民間事業者や個人の営利活動    49.4%  

 ｢公民館の名称について｣  

・公民館のままが良い  82.0％  

・別の名称が良い       11.2％  

  

出店者アンケート ： 10/11 回答  

                     好評 8、 不評 １、 未回答 １  

  

出展団体の売上げ  

出展（出店）団体  売上（収入）  売上目標額  

佐賀県助産師会  5,500 円  16,500 円  

poco a bocco  6,100 円  ―  

愛未来  45,390 円  36,000 円  

佐賀女子短期大学  25,080 円  ―  

玉白花  9,500 円  20,000 円  

スプリングフィールド  11,800 円  15,000 円  

MAG COFFEE  34,000 円  20,000 円  

ご縁結びキッチン  23,750 円  30,000 円  

くまさんバーガー  38,000 円  40,000 円  

DE・TE・KO・I  18,640 円  20,000 円  

  

【所見】  

・各校区子育てサロン等にチラシ配布を依頼したこともあり、子ども（未就学児・小学生）の

来場者が多くみられた。  

・飲食物を販売する団体の売り上げが上位となった。  

・飲食物のごみを循環型社会推進課設置のプラスチック回収ステーションに入れる問題が

発生した。  

  

  

【今後の予定】  

・（予定）11/30（土） 「体感体験 MARCHE」市民活動団体 ark.主催（中川副公民館）  



体感体験 MARCHE １１月イベント レポート  

日時：１１月３０日 1０時～１５時

場所：中川副公民館  

【参加団体】  

主      催 ： 市民活動団体「ark.」（佐賀市「チカラット」補助対象事業者）  

親子クッキング、コーヒー販売、子供服フリマ、キッズヨガ、託児等 

メインイベント ： 井上裕介氏（サガン鳥栖） ： サッカー遊び  

curerumu ： 柔道整復師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師による整体 

ライラック（小児がん支援） ： 童謡ライブ 

ブ ー ス 出 展 ： いけいけ 705 ： 無添加キムチ  

佐賀プロジェクト ： 自然栽培米、無化調弁当、お茶、野菜  

peach rabbit ： アロマハンドマッサージ、小児がん募金  

S’appuyer ： 無添加調味料、お菓子  

clap.ribbon ： ワークショップ、キッズアクセサリー  

マジカル☆こめぱん ： 米粉パン、グルテンフリーおやつ  

スローWORK 大和×中野建設 ： 無農薬野菜 

ark. ： コーヒー、お茶、食相談室  

Çava（キッチンカー） ： 焼き芋  

本間農園（キッチンカー） ： ホットドック、プリン、焼き菓子等  

 ㈱西村商店 Ribbon 部門（キッチンカー） ： カレー、酵素ドリンク等  

MOGMOG ベビーカステラ専門店（キッチンカー） ： ベビーカステラ 

協 賛 団 体 ： 中野建設、ひなた村自然塾  

 
ブース物販  



 

  整体・リラクゼーション  託児  

  

【イベント結果】  

全体来場者数 ： 約 300 人  出店者アンケート ： 好評 11、 不評 2  

  

【出展団体の売上げ等】  

出展（出店）団体  売上（収入）  売上目標額  

ark.  29,000 円  20,000 円  

井上裕介氏（サガン鳥栖）  ―  ―  

curerumu  26,000 円  80,000 円  

peach rabbit ＆ ライラック  ―  ―  

いけいけ 70  42,000 円  40,000 円  

佐賀プロジェクト  20,000 円  20,000 円  

S’appuyer  41,000 円  ５0,000 円  

clap.ribbon  23,500 円  25,000 円  

マジカル☆こめぱん  50,000 円  45,000 円  

スローWORK 大和×中野建設  2１,０00 円  ２１,000 円  

Çava（キッチンカー）  18,800 円  ２0,000 円  

本間農園（キッチンカー）  22,０00 円  ３0,000 円  

㈱西村商店 Ribbon 部門（キッチンカー）    15,100 円  ―  

MOGMOG ベビーカステラ専門店（キッチンカー）  22,100 円  40,000 円  

  

【所見等】  

・今回、主催団体（ark.）により、出店者（一部を除く）から 2,000 円の出店料を徴収され

たが、事後アンケートによれば出店料の希望額は平均 1,980 円となり、ほぼ差はない。  

・室内の出店者の売上が多く、屋外のキッチンカーの売り上げが少なかった。屋外は風が強

くかなり寒かったため、屋外出店者の売上げに影響したものと思われる。  

・絵本の読み聞かせも取り入れた託児コーナーを設け、親も子もイベントに集中できるよう

な工夫がなされていた。  

・親子サッカー教室の井上氏（サガン鳥栖）とキッズヨガ・親子ふれあいリラックスマッサー

ジの curerumu には講師謝金を支払われ、参加費無料で実施され好評だった。  

・豊富なメニューとブース出店により盛況だったが、子育て世代対象であったこともあり、

地元や近隣住民の参加は少なく、子育て世代のネットワークによる参加者が多かったよう

に感じた。  



佐賀市立公民館での今後の社会教育の進め方 

 

 

①社会教育法第 5条第 1項第 3号 

⇒公民館の設置、管理は教育委員会が実施する。 

②地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 21 条第 1項 12 号 

 ⇒社会教育に関する事務は教育委員会が実施する。 

③地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 23 条第 1項 

 ⇒条例に定めることにより、公民館その他社会教育に関することを教育委員会ではなく市

長部局で実施可能とする。 

④佐賀市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例第 1項第 1号 

 ⇒公民館に関することを市長部局が実施する。 

⑤佐賀市事務分掌条例 

 ⇒地域振興部が公民館に関することを所管する。 

 

 

 

 

 

 

新公民館（R７.10 月～予定） 社会教育法上の社会教育施設 ⇒ 一般行政施設 

⇒現在の①③④の規定に該当しなくなることにより、新公民館で社会教育を実施する根拠を

失うため、新たな仕組みが必要。（②の規定により社会教育に関することは教育委員会で実

施することが必要。） 

○新公民館条例に社会教育の実施を規定 

○新公民館職員に教育委員会兼務辞令の発令 

○社会教育課事務分掌に、新公民館における社会教育の推進に関する事務を規定 

 

 

 

 

 

○社会教育の指針の策定、運用 

○社会教育事業評価の実施 

○指針に沿って、社会教育事業に関する新公民館への指導助言 

○新公民館職員の社会教育に関する研修 

①②により本来教育委員会が所管する社会教育に関する事務のうち、③④⑤により

公民館の設置、管理及び廃止に関することは、市長（地域振興部）が、管理し、及

び執行する。 

現  在 

今  後 （Ｒ８以降の決め事が必要） 

新公民館に関する事務のうち社会教育の推進に関することは、教育委員会（社会教

育課）が所管し、新公民館職員が執行する。 

１．公民館で社会教育を実施する法的根拠 

２．教育委員会が果たす役割（所管する具体的事務） 

資料１－２     令和７年１月２８日 

第３回佐賀市社会教育委員の会議 



佐賀市立図書館本館大規模改修事業

令和５年 新春記者会見

誰もが 自由に のびのびと 気持ちよい時間を

過ごせるようにしたい

令和７年１月２８日

佐賀市 教育部 図書館
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新しい図書館 SAGA LIBRARY PARK

一方で･･･

定期的に利用する人は３割程度

【令和５年度】 基本構想・基本計画の策定

市民の声

図書館なのに、公園みたいに過ごせる場所へ

ゆったり
とした
スペースで
過ごしたい

こどもを
見守りながら
子育てや
趣味の情報を
得たい

コーヒーを
飲みながら
たまには
図書館で
テレワーク
したい

いろんな
イベントに
友だちと
一緒に
来たい

時代が変化したことで･･･

家庭や職場以外の豊かな時間を過ごせる場所が求められています。

満足

65.0％

やや満足

30.6％

(R5調査)

利用者の満足度は９５％と高い

あまり利用していない

(年に数回以内)

69.5％

定期的に利用

(月1～2回以上)

30.5％

約７割の方も

大切な存在として

新しい図書館へ進化させたい

誰もが 自由に

のびのびと 気持ちよい時間を
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新しい図書館 SAGA LIBRARY PARK

で

思うぞんぶん 本を楽しめる

居心地のいいイスやベンチ

青空の下、公園でも
図書館の本を読める

コーヒーを飲みながら
ゆったりと仕事もできる

マルシェや音楽イベント
などとのコラボも

ゆとりのある

空間を

大幅増

どん３と

一体的に

感じられる

空間に

誰もが、自由に、のびのびと、過ごせる 新しい図書館 へと

進化させるための 基本設計を行います。

「本を好きにさせてくれる体験にあふれた図書館」へ
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今後の進め方

【令和６年度】

〇基本構想・基本計画素案に対するパブリックコメント

〇基本構想・基本計画の確定

〇設計業務 （基本設計）

〇工事中の運用方針の検討 （サービス提供のあり方など）

〇利活用に関する民間事業者からの聞き取り

【令和７年度以降】

〇基本設計業務 （令和７年９月末まで）

〇実施設計業務 （令和７年１０月以降～令和８年度中を予定）

〇改修工事 （実施設計完了次第～令和１０年度中を予定）

○完成及び開館 （令和１０年度中を予定）

誰もが、自由に、のびのびと、気持ちよい時間を過ごせる場所をめざします
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